
女性 合計

222 649

人数

数人

数人

１人

２人

数人

除草及び剪定クズ・粗大ゴ
ミの収集運搬

月～金

(月６日程度)
８時30分～17時の間

官公庁・事業

所・家庭

(市内)
990円/時間

月15日程度
開門９時

閉門19時
1,030円/時間

月～金

(週２日程度)

８時～17時の間

（３時間程度）

～　安全は　ルールを守る　一歩から　～　 (令和５・６年度）

社内の玄関・食堂・廊下・
更衣室・トイレ清掃

株式会社

名張エンジニ

アリング

(共和町)

990円/時間
８時～17時の間

(１～２時間)

食堂の準備・事務所内掃き
掃除

伊藤精工

株式会社

(北崎町)

月～金
10時30分～14時

（３時間30分）
986円/時間

居宅内清掃等の家事援助
家庭

(市内)

駐車場門開閉
官公庁

(江端町)

月１日から

986円/時間

（令和６年２月発行）

第259号

シルバー人材センター会報

シルバーおおぶ

令和5年度末目標会員数：692人

男性

427

会員数(1/31)

備　　考就業日仕事の内容

★新規採用の職員です。「よろしくお願いします！」
　・本多さおり（ホンダサオリ）

★退職される職員です。「お疲れさまでした。」
　・鷹羽泰孝（令和６年２月２９日付け）

　

時　　間
発注者
(従事場所)

●お仕事情報　（他にもありますので、「大府市シルバー人材センター」公式ウェブサイトをご覧ください）

１月から、職員として勤務しています。

長崎県五島列島の出身です。サッカー観戦、読書（ミステリー）、お酒が好きです!

まずは、大府の地理を覚えることから頑張ります！！

２月をもちまして定年退職いたします。

こうして定年まで勤めてこれたのも、会員及び役職員の皆様のご指導とご支援のおかげと深

く感謝しております。

退職後は、仕事を離れ、新たなことにチャレンジする予定です。

シルバーからも離れますが、皆様のご健康とご活躍を心よりお祈りいたします。

長い間、ありがとうございました。

能登半島地震で被災された方に、心よりお見舞い申し上げるとと

もに、一日も早い復興をお祈りいたします。

能登半島地震は、小刻みの揺れではなく、東北地方太平洋沖地

震（東日本大震災）で感じた、ゆっくりと大きな揺れだったので、南

海トラフ地震かと思い身構えました。最近、日本全国で地震が多く

発生しています。皆さんも地震への備えをお願いします。



濱本一義 北崎７ 長坂敬二 北崎７

近藤志信 石ヶ瀬４ 新井山昭司 石ヶ瀬５

漆島篤己 共和東６ 小木曽洋子 共和西７

お願いします

　大府市シルバー人材センター　☎　48－1806　　ＦＡＸ　48－7811
～　元気に　楽しく　まごころこめて　～

配分金支払人数 ４８２人 ４７７人 ※お引出しは、

就　業　率 ７４．５％ ７３．５％ 午前10時以降に

就業件数 ６９７件 ５５６件 ３月19日（火）

契約総額 26,392,674円 20,944,641円 ４月19日（金）

例月統計 12　月 1　月 配分金支払日

会　員　数 ６４７名 ６４９名 ２月20日（火）

※新入会員を紹介してくれた会員には、クオカードをプレゼントします！

●12・1月の退会者は5人です。お疲れさまでした！（敬称略）
石本　勇 北崎３ 共和東１ 星　典 共和東２ 中村晶子

原口恵子 共和東１ 共和西３ 山口富士子 共和西４ 鈴木康弘

高木チヨミ 石ヶ瀬６

●12・1月の新入会員は11人です。（敬称略）
塚本市夫 大府２ 大府５ 大嶋敏子 横根３ 神谷八重子

●イベント情報

《12月》 《1月》

５日 おしごと説明会
９日 石ヶ瀬小学校あいさつ運動

10日 大府商工会議所賀詞交歓会
16日 第10回理事会

企画委員会
17日 ブロック会議(横根)

19日 〃 会議(大府、横根山、共和東)

23日 第1回就業形態適正化実施委員会
第2回会員拡大委員会

24日 第10回安全衛生委員会
29日 ブロック会議(共和西、北崎)

30日 〃 (吉田)

31日 〃 (長草、森岡)

大府市地域福祉推進会議

さくら

１日 第1回接遇講習会(資源回収班)

６日 おしごと説明会
７日 第2・3回接遇講習会(資源回収班)

12日 女性部会イベント
フラワーアレンジメント体験レッスン

14日 県シ連安全・適正就業パトロール
15日 第4回接遇講習会(資源回収班)

19日 第９回理事会
安全・適正就業委員会

20日 第9回安全衛生委員会
22日 石ヶ瀬小学校あいさつ運動

『市補助金の申請期限が間近です！』

“自転車乗車用ﾍﾙﾒｯﾄ購入費補助金”（3/5迄）

“防犯対策装置購入費補助金”（3/29迄）

※詳しくは、市危機管理課（45-6320）まで

女性部会イベント
「フラワーアレンジメント
体験レッスン」
しめ縄リースづくり

『医療費控除』 ～所得税の確定申告・市県民税の申告で控除を受けられます！～

自分と生計を一にする親族の1年間の医療費の合計から、「10万円」又は「所得の合計額の5％」の少ない方を

差し引いた金額を「医療費控除(A)」として、「所得の合計額(B)」から控除できます。

夫75歳：年金310万円、配分金50万円、源泉額8万円
妻70歳：年金170万円、配分金30万円、源泉額6千円
生計を一にする親族の１年間の医療費の合計10万円

夫：（B）は、年金を「雑所得」に換算すると200万円なので、

（A）は、「（B）の5％」は10万円となり、10万円-10万円＝0円

妻：（B）は、年金を「雑所得」に換算すると60万円なので、

（A）は、「（B）の５％」は3万円となり、10万円-3万円＝7万円

【
例
】

配分金は夫婦とも
55万円以下なので
「雑所得」は０円

☆☆☆ 結果 ☆☆☆
妻が源泉徴収されていれば控除が受けられる！
（B）-「控除の合計額」×税率＋「復興特別所得税」
＝(60-(48+7))万円×0.05＋52＝2,552円(税額)

6千円(源泉額)‐2,552円(税額)＝3,448円の還付

基礎控除と医療費控除 本税×2.1%

節税
one point！


